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ヘーゲルと共感の問題

仲 島　陽 一

一　問題の所在と本稿の主題

ある意味では、ヘーゲル（G.W.F. Hegel, 1770-1831）の哲学に共感論はありません。
まずそこに、「共感」［Sympathie］という語は、少なくとも重要な概念としては登場しません。

しかしそのことは重要ではありません。シラーの詩「喜びに寄せて」など若干の用例はあるものの、
同時代にこの翻訳語的なドイツ語はそもそもあまり使われておらず、哲学文献で重要なものとして
は、百年後のシェーラー『共感の本質と諸形式』を待たなければならないでしょう。しかし意味に
おいてほぼ重なる「同情」［Mitleid］はよく使われており、カントの倫理学でも問題にされます。
ヘーゲルとほぼ同時期に、また彼と対抗して哲学を築いたショーペンハウアーは「共苦」［Mitleiden］
をその根本概念にしています。しかしヘーゲルにおいてはこれらの語も重要とされてはいません。

では「ヘーゲルにおける共感の問題」を語ることは不可能なのでしょうか。二つの理由で、そう
は言えないと考えます。

一つは、ヘーゲルのような「全体」を包括する思想においては、ある問題の不在自体も、その意
味を検討することが無駄ではない、ということです。

もう一つは、確かにヘーゲルは「共感」「同情」などについては特に論じていませんが、かなり
近い、そして部分的には重なる論点を持っていることです。それは「承認」［Anerkennung］と「愛」

［Liebe］です。ヘーゲルにおける「承認」や「愛」の問題は既に莫大な研究が積まれていますが、
それを「共感」論とかかわらせることによって、なおなんらかみえてくるものもあるかもしれませ
ん。

よって本稿は以下、ヘーゲルにおける「共感」論不在の理由について検討（第二節）した後、「承
認」論と共感との関係（第三節）、「愛」と共感との関係（第四節）について検討します。

二　感情の問題

共感は感情に属します。ヘーゲルが共感を重視しないのは、そもそも感情を重視しないからです。
ではヘーゲルはなぜ感情を軽視するのか。これは答えにくい問いです。なぜならそれは彼の根本

前提の一つと思われるからです。どの人にも彼の根本前提があり、それ自体を内在的に説明するこ
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とはできません。それは当人には意識されていないので、さもなければ自明と意識されているので、
説明されていないからです。こうした根本前提に違和感ないし問題意識を持つ者に対して研究者が
なし得ることは、まず、同種の人を例示してそのような根本前提を持つ人々がいるという事実を示
せるかどうかにより、それを根本前提とするということが対象人物だけの特異な事象なのか、それ
ともいわば一つの型なのかを判別することです。そして次に、そのような根本前提が、他のどのよ
うな立場と結びついているのか、または対立しているのかを、論理的に示すことです。こうした操
作によって、はじめこの根本前提にただ当惑するだけであった者を、それに同意しないまでも了解

［verstehen］させることがあります。そして第三に、こうした根本前提が生じるゆえんをいわば外
在的な要因として（純論理的研究を超えて）検討することです。私はこの外在的要因として、社会
的なものとしては時代、民族、階級の帰属が、心理的なものとしては性格特性が大きいと考えます。

ヘーゲルにおける感情の軽視に戻れば、なかば内在的な要因として、「感情」［Gefühl］を「感覚」
［Empfindung］と同一視することが挙げられます。「感覚」は「下級の」または「劣った」能力と
しばしば位置づけられてきました。そのような特徴づけに対する疑問や批判は当然あり得ますが、
このような位置づけの事実を知っていれば、この「感覚」に「感情」が等置されることを通じて、「感
情」の低評価または蔑視が生じることも、より了解しやすくなるでしょう。
「感覚」と「感情」の等値についてヘーゲルは特に説明しておらず、これも彼の根本前提の一つ

であると思われます。そしてこれは彼だけでなく、たとえばエルヴェシウスやベンサムにおいても
同様です。そのような人々にとっては、いったい両者がどのように区別されるのか、少なくともヘ
ーゲル以前にそのような区別が意識されていたのかどうか、疑問とされるかもしれません。二つの
例で答えることにします。

一つ目はルソーで、エルヴェシウスへの批判において、まずそれをとりあげます。「純粋に有機的
で局所的な印象［impression］を、個体全体を触発する普遍的な印象から区別しなければならない
と思われる。前者は単純な感覚［sensation］に過ぎず、後者が感情［sentiment］である」1）。――
この文言のあるノートは当時は公刊されていなかったと言われるなら、もう一つの例として、カン
ト『判断力批判』冒頭にある、すなわち哲学者なら誰でも読んだはずの箇所からひきましょう。「表
象相互の関係は、感覚相互の関係でさえ、客体的であり得る（この場合に関係というのは経験的表
象における事象的なものを意味する）、しかし表象と快・不快の感情との関係だけは客体的であり
得ない。実際それは、客体における何かを指示するのではなく、この関係においては、主体が、表
象によって触発されるままに自分自身を感じるに過ぎない」2）。

以上から次のことがわかります。「感覚」は視覚の目、聴覚の耳のように特定の感官による印象
だが、「感情」はそのような感官を持たないこと、「感覚」は「氷」が冷たい、「胃」が痛いのよう
な外的客体の性質であるのに対して、「感情」は「私」は嬉しい、「心」が痛いのような主体の状態
であること。なるほど日常言語では、出会いが嬉しい、別れが悲しいのようにも言い、それらが私
を嬉しくまたは悲しくさせる、と同じ意味で通用させます。しかし物理的事態としての出会いや別
れの性質として「嬉しい」「悲しい」と言われているのでないことは、少しの反省でわかることです。

にもかかわらずヘーゲルなどが「感覚」と「感情」の区別をほとんど無視してしまうのは、その
共通性、すなわち「感性」に属するということを重視したいからであり、そのようにくくられた「感
性」に「理性」を対置することの大きさにひきずられてであるように思われます。
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ではこの「感性」対「理性」という図式についてどう考えるか。私はここで「自然」という概念
を補助線とするのが有効と考えます。「感性」は人間における自然に属します。そしていわばふつ
うの西洋人にとっての根本前提は、自然そのものは悪であり、自然を cultivate（耕作、開発、陶冶）
することが善だということです。この「根本前提」の原因の外在的考察には立ち入らないことにし
ます。西洋人、文化人、キリスト教徒、観念論者として、ヘーゲルにとってこの根本前提はきわめ
て蓋然的でしょう。しかし必然的と言い切れないのは、「自然」と「感情」の評価に不利なこの四
点で重なるカントと比べると、ヘーゲルのほうがより「自然嫌い」であり、このことは性格的要因
として心理的に説明されるのが妥当なように思われます。美学においてカントは自然美を技術（ま
たは人為 Kunst）の美よりまさるとし、自然美に対する直接の関心は善良な魂のしるしであるとし
ました 3）。ヘーゲルが自然美そのものを否定し、精神の産物である芸術（Kunst）美を上位におい
たことはよく知られています。これは理論的帰結ではないでしょう。二五歳のヘーゲルはアルプス
を旅行し、その感想を記しています。「今日でも人気のある」「最もすばらしいスイス中部地帯のコ
ース」をめぐった彼のノートには、「驚きや感動の表現がどこにも見当たらず」4）反発や味気なさを
感じています。氷河の光景は「少しも興味あるものを与えてくれない。〔…〕精神にはけっしてそ
れ以上の課題を与えてくれない」等々 5）。自然美への感動に善良な魂を見たカントは、魂そのもの
の自然である「素朴」について、「第二の天性となった偽装の技術に対抗して発露したもの」とも
評価します 6）。自然を cultivate する立場からも、カントが素直な心や純真さをも大切にし続けた
のに対し、若いときから der Alte（じいさん）と呼ばれたヘーゲルには、すれっからし的な面があ
るように感じます。自然と精神との関係性については、むしろカントのほうにより弁証法的な観点
がありはしないか 7）と疑いたくさえなります。
「半ば内在的」な考察をもう一つだけ加えましょう。シュライエルマッヘルは、宗教の本質を「絶

対依存の感情」としました。これをヘーゲルは批判し、感情は人間が動物と共有するものであり、
依存感情を根拠にすれば犬が最良のキリスト教徒だと述べました 8）。しかし「感覚」は動物一般に
認められても、「感情」がそうだとシュライエルマッヘルは考えていないでしょう。また仮に犬の
ような動物が「感情」をも持つとして、ゆえに宗教も持つとしてはなぜいけないのか（飼い犬の「神」
は飼い主でしょうか）。私はここで動物の宗教の存否を論じたいのではありません。人間と他の動
物とをあまりに、言い得べくんば非弁証法的に切断するヘーゲルの観点が、「自然」や「感情」へ
の低すぎる評価と結びついているであろう、と言いたいのです。

三　「承認」と共感

ヘーゲルにおける「承認」は、共感に類似した、または近縁の観念であるように思われます。
ヘーゲルはしかし「承認」を明晰に概念規定していないので、直接間接の手がかりから読み取る

作業がまず求められます。第一に、「承認」［Anerkennen］は「認識」［Erkennen］を含みますが、
認知だけでなく価値付与、肯定的意味での評価を伴う観念です。評価の中でも、物財や制度などを、
たとえば栄養に富む食品としてや移動を速める乗物のような道具的存在として「評価する」のでな
く、主体的存在としての評価です。承認されることによって即自的主体は対自的主体となり、ある
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対象を承認する主体はその対象と相互主体的な関係性に入り、そのことを意識します。共感という
感情の対象は他者の感情ですから、共感は感情という次元での相互主体性の作用です。また主体性
という概念は道具的存在と異なり道徳性を含みます。共感もまた、アダム・スミスが道徳的「是認」

［approve］の原理としたように、道徳性の根拠や表れとして把握されるのがふつうです。
このように共感と近い「承認」ですが、まず問題となることは、これはヘーゲルにおいて一貫し

て追究されている論点ではなく、イエナ期と呼ばれる一時期のものであることです。なぜこの時期
に現れ、なぜ後には消えたのでしょうか。

よい社会の原理は、ヘーゲルにとってはじめから大きな課題でした。彼はそれをはじめは「宗教」
や「憲法」といった大きな制度の面から主に考察しました。しかしイエナ期において、いわば上か
らの枠組みとしての宗教論や政治論だけでなく、個人が他の個人に対してどのようにふるまってい
くかを考え、そのような相互主体性を通じての社会秩序の形成という観点が強く現れてきました。
フィヒテ哲学への取り組みなどによるとされ、「イエナ精神哲学」や『精神の現象学』における承
認論はその成果の一つとされます。
『精神の現象学』に限定して進みましょう 9）。そこで「承認」が主題的に現れるのは、Ⅳ章「自

己意識」の「Ａ自己意識の自立性と非自立性、支配と隷従」の節においてであり、「承認のための
生死をかけたたかい」が論じられます。「Ａ」と題されてもこの前に「生命」などを論ずる部分に
続くものですが、「承認」がここで問題とされるのは、前述のことからも自然と思われます。主体
も客体も「自己意識」という関係性が承認の境地だからです。

さてそこでヘーゲルは「承認」とは何かという規定を、やはり明示してはいません。私としては
まず気になるところなのですが、多くの研究者たちにとってはそうではないようです。この箇所が
注目されてこなかったわけではありません。むしろ反対で、ヘーゲル哲学が後の思想に大きな刺激
を与えた箇所の一つでさえあります。ではどのようにでしょうか。「マルクス主義」においては、
現実の人間関係が承認のためのたたかいであり、またこの闘争によって支配と隷従の社会関係が生
じることです。また隷従した人々が労働を担うことによってかえって自立性を得、さらにその意識
を得ることによって主僕関係を解消させるということです。いうまでもなくこれは、階級闘争によ
る社会把握と労働者階級の革命による支配なき社会の展望という、「マルクス主義」の論理につな
がります。「実存主義」にとっても「たたかい」は、むしろ普遍的な「人間の条件」または「限界
状況」として重要な論点です。またこのたたかいが「生死をかけた」ものとされることが注目され
ますが、実存主義にとって死が、言い換えれば人間の有限性や個体性が、その主体性と並んで大問
題だからです。ヘーゲルにおけるその「解決」の仕方にキルケゴールは正面から反発し、またハイ
デガーやサルトルは、「死」や「無」の問題に関して、ヘーゲルへのより内在的な批判を通じて、
自らの哲学を構築していくでしょう 10）。

いずれにせよ、後の思想がヘーゲルの承認論にまつわる、自らの関心を発展させたあおりで、彼
自身における「承認」の意味についての考察がかえって遅れて現れたように思われます。

共感論の立場からヘーゲル「承認」論をみる際のひっかかりとしても、それが「たたかい」とい
う舞台にあることが挙げられます。これは各々の自己意識が他方から承認されることを求めるので
あり、承認することはこのたたかいにおける敗北として位置づけられることの問題です。これは「共
感」とはずれるように思われます。ヘーゲルがこのような論理枠組みを用いた背景として、ホネッ
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トなどは、ホッブズ的な、「万人対万人の戦争」としての自然状態という観念を指摘しています
11）。ホッブズ哲学は共感に否定的でした。

しかし翻って、ホッブズ的・ヘーゲル的な論理は自然なものとは言えないのか。「自己意識」章
を生命と欲望 12）から出発させる、ある意味で経験的で現実的な発達過程としては、対象を他人と
してそこから承認されることに高まっていくというのは、マズローの「承認欲求」の位置づけなど
とも重なります 13）。そのような理論的妥当性を認めつつも、けれどもそれしかあり得ないわけで
はない、と私は考えます。私達は自分が評価されることを求めず、ただある他人を賞賛することが
あります。そのような、つまり他から承認される存在にいつかは自分もなりたいと望む場合も、そ
のような思いはまったくないことも、またはむしろ自分は「逆立ちしても無理な」存在であるがゆ
えに、他を賛嘆することもあります。これらは命惜しさに降参してその敵をやむなく「承認」する
というのとは異なります。実存哲学的には出会いの出来事です。ヘーゲルには、「承認」をロマン
主義的または神秘主義的にとられるのを防ごうという意図があったかもしれませんが、そのあまり、
実も蓋もない卑近なとり方だけになった気がします。端的に承認する心理も位置づけることは、し
かし、フロイト理論における「自我理想」の概念、ヴェーバー理論における「カリスマ」の概念な
ど、経験科学的に重要な論点にもつながるはずと私は考えます。

このことは、次の内在的な論点につながります。すなわち承認する側にしても、生命のために隷
従するという行為が「承認」と言い得るのか疑問が持たれます。ヘーゲル自身もその反問を予期し
ているように、それは一方的で不完全な承認であると言い及び、「真の」承認は相互承認において
はじめて成り立つとします。この相互承認において法的状態となり（ということはその前の「たた
かい」がホッブズ的自然状態となろう）、ある種の平等が生まれます。それにしても同様な疑問も
続きます。まさにホッブズ的な「社会契約」は、「死のおそれ」にかられた打算的理性の、すなわ
ち利己心の産物であって、それを「承認」と言えるのか、ということです。そしてこれもまた想定
内の疑問なのか、「承認」の問題はさらに後の章でも出て来ます。となると「承認」とは何であり、
はたして、またどこでどのようにそれは成り立つのか、が改めて問われることになります。これに
ついて諸家の説は分かれるようですが、さしあたり、「承認」に、「法的」「道徳的」「宗教的」とい
うような限定詞をおいて、それぞれの段階のものとして、また同時に発展していくものとして考え
ることは、有効と思われます。しかしまたこのような工夫が求められることは、「承認」の概念と、

『精神の現象学』におけるその位置づけについてヘーゲル自身の中でいまだ整理されていなかった
ためでもあるのではないかと思われます。

最期に、後期ヘーゲルにおける「承認」の後退という問題があります。まずは言葉としてはめっ
たに使われなくなっても、その問題が捨てられたわけではなく、「客観的精神」ないし「正義の哲学」

［Rechtphilosophie］の中で扱われ続けているとは言えます。それでもこれは用語の問題だけでは
ないでしょう。第一に、各々の自己意識の関係行為を通してそれらが存する世界の形態そのものが
転換していくという動的過程の把握から、天下り的に予定された各形態に包摂される論理へと変わ
るような印象を受けます。抽象法－道徳性－人倫という構成、人倫の中でも家族―市民社会―国家
という布置での人間と社会の考察は、ある意味ですれっからしであるがゆえの手堅さと鋭さで、大
きな説得力も持っています。しかしまたこの論理図式に、ある種の息苦しい重さや押し付けがまし
さも覚えさせられます。第二に、承認を「する」「される」という過程よりも、後期ヘーゲルにお
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ける各社会形態（「法」であれ「家族」であれ「国家」であれ）が、既に承認によって成立し承認
の現存を示すもの Anerkanntsein としての精神形態ないし社会制度とされていることです。たて
まえ上はそれらは論理的範疇ですが、現実的なものは理性的であるという例の定是と合わせれば、
これは現実の法律や家族や国家の価値付けに傾き、言い換えれば現実批判の面は弱まります。

ヘーゲルのこの「変化」をどう考えるべきでしょうか。すぐ出されそうな答えは、時代状況、ま
た本人の内的外的状況に応じて「保守化」したというものでしょう。私はこれも一面としてあると
思いますが、共感論の立場からは、「体系熱」によって抑圧された可能性を重視したく思います。
共感とある意味で対抗するのは「システム」です 14）。哲学者や理論家はシステムをつくりたい欲
求があり、ヘーゲルも人一倍そうです。共感論とかなり重なる面も持つ承認論も、このため制度論
の中に押し込められてしまったのではないでしょうか。

四　「愛」と共感

「承認」と並んで、ヘーゲルにおいて共感と最もかかわるのは、「愛」［Liebe］の概念です。
まずヘーゲルにおける「愛」の位置づけを簡単にみてみます。それははじめから重要な問題でし

た。初期では、イエスの精神の本質にあるものとしてとらえられるとともに、しかしそれが私的所
有の力によって挫折するという把握を行います 15）。宗教的・道徳的観念を経済制度との関連でと
らえていることが興味深くあります。フランクフルト期に至ると、しかし「愛による運命との和解」
というかたちで、肯定的にとらえなおされるようですが、これはロマン主義の流れに棹差して、実
定宗教などにおける「愛」の教えというより、「生」とともに、形而上学的観念の性格が強いもの
です。イエナ期では、ロマン主義への批判的態度が進むためか、『精神の現象学』を含めて、「愛」
は主軸の観念の一つではなくなります。後期でも同様ですが、「愛」は家族の原理として位置づけ
られます。

ヘーゲルにおける「愛」を共感論からみたとき気になる問題としてはその性格付けと位置づけの
二つです。

性格付けの点での問題とは、ヘーゲルが彼の「愛」の観念から、「感情」を排除したがっている
ことです。その理由の一つは、第二節で示したように、彼がそもそも「感情」を低く価値付けるこ
とに求められます。私達日本人にとっては「愛」が感情でないというのは奇妙ですが、西洋文化で
はそうではありません。ヘーゲルの「愛」において最もふまえられているのはキリスト教的愛（ア
ガペー＝カリタス）ですが、これは意志的な愛であると把握できます。またプラトンの「エロース」
も日本語で「愛」と訳されますが、これは欲望としての愛と言えるでしょう。「愛」という日本語
に訳されるギリシャ語はもう一つ「フィリア」があり、三つのなかでは「感情」的要素が最も強い
と思われます。しかししめやかで一体化を求める日本的な愛と比べれば、より距離をおいての乾い
た評価という意味合いが感じられ、「友愛」や「愛好」という日本語でよりよく表されるでしょう。

「親愛の情」に近い場合もみられますが、やはりべったりしたりのめりこんだりはしないようです。
西洋近代の「ロマンティック・ラヴ」は感情性が強くなりますが、そこには緊張関係を含む「いき
な」能動感情として、日本文化ではむしろ「色恋」に重なるもので、「情け」を基盤にした日本的「恋
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愛」とはやはりぴったり同じものではないでしょう。要するに、西洋文化には日本的「愛」とまっ
たく同じものはないと考えますが、諸々の「愛」のうち、「共感」と最も強く結びつくのは「情け」
に基づく日本的愛なのではないでしょうか。

しかし、共感的な愛は、心理現象として個人の生には重要であっても、社会形成原理たり得るの
か、という疑問は出されましょう。ヘーゲルが一時的な感情では恋愛はあっても「家族」はたちゆ
かないと考えたように。けれども感情にもいろいろな種類があります。英語で言えば、feeling が
軽く emotion か刹那的であるのに対し、passion は持続的で sentiment には深みがあります。愛の
中での感情そのものの陶冶が問題にされるべきでしょう。夫婦関係は確かに感情だけでなく、知的
理解・意志的努力を必要とし、社会的認知や法的制度も伴います。しかしその中心がまさに感情と
しての愛であることを認めないのは、感情以外の要素を無視するのと、方向は逆ですが、同様に偏
った見方ではないのでしょうか。

次に、後期ヘーゲルが「愛」を「人倫」の第一段階としての「家族」の原理として位置づけたこ
とです。いま述べたばかりの、それが「感情性」をできるだけ排除した「愛」であることを除けば、
これは近代的思想であるといえます。前近代においては、家族は個人間でなく「イエ」間の結びつ
きで、地位や財産が本質的であり、「イエ」そのものの存続ないし繁栄が目的でした。諸個人はそ
の手段に過ぎず、「愛」が評価されるとしたらそのような「イエ」の外のこととしてです。家族の
原理を愛に求めるのはロマン主義からであり、ヘーゲルはそれを認め取り入れたといえます。と同
時に「愛は世界を救う」と言わんばかりのロマン主義に、彼は限界を課します。『精神の現象学』
において、愛の結果こどもが生まれると、その扶養のため「家族」の外に稼ぎに出ざるを得ないと
いう内在的発展の論理は、説得的にみえます。そしてこの「家族の外」である「市民社会」は、『正
義の哲学』で詳しく述べられるとおり、愛なき世界です。しかしここに私は一つ問題を感じます。
こどもはヘーゲルにおいて、愛の結果というよりも完成態とみられています。ということはヘーゲ
ルにおいても結婚を子孫づくりのためとみなされていることです。確かに彼において人間は地位や
財産の単なる担い手ではありません。またこの考えは彼の時代においては常識的でもありますが、
やはり現代人からみれば、独身者や子どものないものを「半人前」視する差別意識につながりかね
ません。私は個人主義に与するものではなく、また個人主義からのヘーゲル批判は不毛であると考
えます。しかしフォイエルバッハが批判するように、大枠では弁証法ながらも、個に対し普遍ない
し全体がヘーゲルにおいては優位で個の尊厳が生かされない面もあることが、「愛」をめぐっても
指摘されると思います。
「愛」を「家族」に割り当てるという位置づけの問題でもう一つ、そして大きな問題は、「国家」

でのその不在ということです。ヘーゲルにおいて、「国家」は「市民社会」を否定的媒介とした、
つまり高次での「家族」への還帰であるはずです。この形式面を内容面で補うと、愛なき私利私益
の戦場である「市民社会」つまり市場の論理では、「見えない手」が調和させるどころか、むしろ
産業革命後のイギリスのような分裂と対立をもたらすことを認識して、彼は「国家」に「人倫」の
完成態を望んだのでした。市民社会の自己責任論では「敗者」は没落すべきですが、それを防いだ
り救ったりする「国家」は「愛」によらないのでしょうか。確かに国家は家族のような自然的共同
体ではなく、「市民社会」に媒介されているだけに、独立した個人が意識的理性的な契約、すなわ
ち実定法によって結合して成り立つもので、家族の単純な拡大ないし延長ではありません。しかし
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ここでも、「人倫的」ということを「自然的」ということと過度に対立的にとらえるヘーゲルの根
本前提が出ており、この前提が共有されなければ「国家」から「愛」を排除するヘーゲルの論理は
必然的とは言えないでしょう。

しかしそれはヘーゲルと異なる立場があるというだけで彼への批判ではないとされるなら、二つ
のことを提起したいと思います。

一つは、まさにヘーゲルの時代において確立し始めた国民国家（nation-state）は、確かに民族
市場の形成という土台を持ちつつも、「愛国心」「祖国愛」といった「愛」を大きな精神的要因とし
ていることです。確かにそれは、国内的な「非国民」の迫害や対外的な侵略や植民地支配など、国
家悪の大きな要因としても働きました。しかしそれは、国家における「愛」の作用を見逃すことを
許すものでなく、よかれあしかれ「存在するものの把握」として、「家族」だけでない社会統合の
原理として「愛」を検討する必要を示しているでしょう。

もう一つは、現実の国家が、ヘーゲルの想定とは違い、市民社会における対立を克服するもので
ないにしても、そのような共同体への要求はやはり正当であり、そこにおける「愛」を検討する必
要があるということです。いままでそのような社会運動が、市民社会的な個の尊厳を媒介しない「国
家主義」に退落した反省を十分にふまえつつも、市民社会そのものは克服・止揚されるべきだとい
う彼の把握は引き継ぐべきでしょう。

五　結び

ヘーゲルの哲学を共感論の観点から検討してみました。
ヘーゲルには「共感」とかなり重なる概念として「承認」や「愛」がありました。その根底には

共感の思想と問題意識での重なりがあります。それは人間同士の対立や争いこそが解決すべき問題
であるということです。言い換えれば、対立や争いは当然のこと、なくせないものである、という
思想に反対する面があることです。これは非常に重要なことであり、ヘーゲル哲学において高く評
価すべきことであると考えます。

他方でヘーゲル哲学は、共感の思想とは一致しない面もあり、それは彼が、感情としての愛、感
情一般、人間における自然的なもの、そして自然そのものを低く評価し、克服すべきものとみる傾
向ないし偏見が強いことによるものでした。このことを別の面から言えば、ヘーゲル哲学は「自由
の思想」に属するということです。私はかねてから古典期のドイツ思想を、「自由の思想」と「愛
の思想」の二系列に整理することを述べています。前者に属するのがカント、シラー、フィヒテ、
ヘーゲルなどであり、後者に属するのがレッシング、ショーペンハウアー、フォイエルバッハなど
です。自由も愛も人間の幸福にとって本質的なものであり、この二系列は対立的によりも補完的に
取り入れるべきと思われます。敢て私個人の価値付けを挿入すれば、人間の幸福または救済にとっ
て、自由は必要条件であり、愛は十分条件です。しかしまたこの二つが、時に緊張関係に立つこと
も否めません。ヘーゲルの承認論を詳細に検討した高田純氏は、それを「人間関係や社会関係を自
由なものと特徴付けるうえで基本的な役割をはたす」16）ものとして、むしろ自由の問題圏に位置づ
けています。しかし承認は、そして共感はどちらかと言えば愛の問題圏によりふさわしいのではな
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いでしょうか。確かにヘーゲルは自由をいわゆる消極的自由でなく、「他において自己であること」
とする点で、はじめから「愛」と親和的にとらえています。しかしそれが「他において自己である
こと」である限り、自己滅却的契機を含むと彼自身が認める「愛」とは、やはり区別されるべきで
しょう。愛と自由は区別されたうえでの統一が求められます。ノヴァーリスは「愛は世界史の最終
目的である」と述べました。彼に対しヘーゲルは辛辣な批判を行っていますが、そしてそこには確
かに聞くべきところもあるのですが、この言葉は、（それもヘーゲル的でなくごくふつうの意味に
おいて）まさに真実と言えるのではないでしょうか 17）。
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Die Probleme der Sympathie in der Hegel’schen Philosophie

Yoichi NAKAJIMA

Es ist zwar erstaunlich, aber wir finden keine Theorie über die Sympathie als solche in der 

Philosophie von G.W.F.Hegel.

Der Ansatz betrachet erstens diese Abwesenheit und zweitens seine ersetzenden Theorien.

Hegel behandelt nicht die Sympathie als Thema, denn er achtet sie ganz deutlich gering, auf Grund 

seines Gedankens des Primats des Geistes über die Natur.

Die <Anerkennung> bei Hegel hat als inter-subjective und werturteilende Erkenntnis die ähnliche 

Funktion wie die der <Sympathie>. Aber jene, bestimmt durch Hobbessche Schema des <Kampfs>, 

unterscheidet sich von dieser.

Die <Liebe> bei Hegel ist zwar besser inter-subjectiver aber doch <sittlicher> Begriff. Also er 

verachtet die <natürliche> Macht der Liebe so wie in der Familie als im Staat.

Wir gehen davon aus, dass der <Sympathie>-Begriff kann in Hegel’sche Philosophie vor allem seine 

Theorie über die <Anerkennung> oder die <Liebe> neues Licht bringen kann.


